
環境保全協定書 

 

新居浜市（以下「甲」という。）と        （以下「乙」という。）は、乙の事

業活動による環境負荷の低減のため、新居浜市環境基本条例（平成１４年条例第２２号）

第１３条の規定に基づき、次のとおり協定を締結する。 

 

（基本姿勢） 

第１条 乙は、事業活動を行うに当たり、良好で快適な環境を保全することが社会的責務

であることにかんがみ、新居浜市環境基本条例、新居浜市環境基本計画、環境保全に関

する法令等を遵守し、この協定に定める事項を誠実に履行するものとする。 

２ 乙は、工場又は事業場及びその周辺の環境を保全するため、必要な施策を講ずるよう

努めるものとする。 

３ 甲及び乙は、良好で快適な環境の保全及び創造について、情報交換等を行い、積極的

に相互協力するものとする。 

（環境保全計画） 

第２条 乙は、事業活動に伴う環境負荷を低減するとともに、工場又は事業場及びその周

辺の環境を保全するため、甲と協議の上、次に掲げる事項を内容とする環境保全計画を

策定し、第１号様式を添えて６月末までに甲に提出するものとする。 

（１）環境保全に関する法令等の規定により規制される施設（以下「環境負荷の高い施設」

という。）に関する事項 

（２）前号の施設に係る環境保全対策、環境への負荷の監視、測定等に関する事項 

（３）前２号に掲げるもののほか、良好で快適な環境の保全に有効と思われる施策 

２ 乙は、環境保全計画を変更した場合は、変更された事項について毎年６月末までに、

第１号様式を添えて甲に提出するものとする。 

３ 乙は、環境保全計画に基づき、環境保全対策等の施策、環境への負荷の監視、測定等

を実施し、毎年６月末までに、第１号様式を添えてその年の３月３１日以前の一年間に

おける実施状況を甲に報告するものとする。 

（規制基準を超過したときの措置） 

第３条 乙は、環境保全に関する法令等に規定される規制基準を超過したときは、速やか

に必要な措置を講ずるとともに、甲に報告するものとする。この場合において、甲が必

要な指示をしたときは、乙はこれに対応するものとする。 

（環境負荷の低減） 

第４条 乙は、事業活動に伴う大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭等によ

り周辺の環境が損なわれることがないよう適切な措置を講ずるとともに、環境への負荷

の低減に努めるものとする。 

（化学物質の管理等） 

第５条 乙は、自ら使用する化学物質について、その使用量、排出量、廃棄の状況等の把

握に努め、適正な管理を行うとともに、排出抑制に努めるものとする。 

 



（施設の設置等の協議） 

第６条 乙は、環境負荷の高い施設を新設し、増設し、若しくは改造しようとするときは、

事前に第２号様式を添えて計画書を甲に提出し、協議するものとする。 

２ 甲は、前項の計画書を受理したときは、受理書（第３号様式）を乙に交付するものと

する。 

（環境保全推進体制の確立） 

第７条 乙は、良好で快適な環境の保全を積極的に推進するための組織体制を整備するも

のとする。 

２ 乙は、その従業員に対し環境に関する教育及び研修を実施することにより、良好で快

適な環境の保全に関する意識の高揚を図り、環境保全活動を効果的に実践できるよう努

めるものとする。 

（報告及び立入検査） 

第８条 甲は、良好で快適な環境を保全するために必要があると認めるときは、この協定

の実施に必要な限度において、乙に対しその業務に関し報告をさせ、乙の承諾を得て甲

の職員に、工場若しくは事業場に立ち入らせ、検査させ、又は指導させることができる

ものとする。 

２ 甲は、前項の報告又は立入検査により知り得た機密を他に漏らしてはならない。 

（情報の公開） 

第９条 甲は、この協定の概要、第２条第３項の規定により報告された事項、立入検査の

結果その他必要な事項について、新居浜市情報公開条例（平成１９年条例第２３号）の

規定に基づき公開するものとする。 

（事故時の措置） 

第１０条 乙は、工場又は事業場において、施設の故障、破損その他の原因により事故が

発生し、周辺の環境に影響を与えるおそれがあると認めるときは、直ちに、その事故に

ついて応急の措置を講ずるとともに、必要に応じて操業の一時停止、短縮等の措置をと

り、迅速に、環境の保全に努めなければならない。この場合において、乙は、速やかに、

その事故の状況及び講じた措置を甲に報告しなければならない。 

２ 前項の場合において、甲は必要があると認めるときは、乙に対し被害防止のために講

ずるべき措置を指示することができるものとし、乙はその指示に従うものとする。 

（苦情の処理） 

第１１条 乙は、事業活動に伴って生じた環境に関する苦情の申立てがあったときは、誠

意をもって当該苦情の解決に当たるものとする。この場合において、乙は、必要に応じ

てその対応状況を甲に報告するものとする。 

（緑化及び環境美化） 

第１２条 乙は、工場又は事業場及びその周辺の環境保全並びに自然環境との調和を図る

ため、緑化及び環境美化の推進に努めるものとする。 

（廃棄物の処理） 

第１３条 乙は、事業活動に伴う廃棄物について、再使用、再生利用、再資源化その他の

方法によりその排出の抑制に努めるとともに、発生した廃棄物は、自らの責任において

関係法令に従い適正に処理するものとする。 



（温室効果ガスの排出抑制） 

第１４条 乙は、地球温暖化防止のため、二酸化炭素等の温室効果ガスの排出抑制に努め

るものとする。 

（協議） 

第１５条 この協定に関する疑義又は定めのない事項については、その都度、甲乙協議の

上定めるものとする。 

（公害防止協定の廃止）  

第１６条 この協定の締結に伴い、  年  月  日付けで甲乙間において締結した公

害防止協定は、廃止する。 

 （※新規に締結する事業者はこの条文は適用なし） 

 

この協定の締結の証として本書２通を作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成２１年１１月４日 

 

 

 

甲  新居浜市 

   新居浜市長                      

 

 

乙   

                    



第１号様式（第２条関係） 

 

年  月  日 

 

（あて先）新居浜市長 

 

 

㊞ 

 

 

年度環境保全計画（報告）の提出について 

 

環境保全協定書第２条の規定により    年度環境保全計画（報告）を別添のとお

り提出します。 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第６条関係） 

 

計   画   書 

 

  年  月  日 

 

（あて先）新居浜市長 

 

 

            ㊞ 

 

 

     年  月  日付けで締結した環境保全協定書第６条第１項の規定により、

次のとおり計画書を提出します。 

 

工場又は事業場の名称  

計 画 の 概 要            

 



第３号様式（第６条関係） 

 

受   理   書 

 

第     号 

  年  月  日 

 

            様 

 

 

新居浜市長          印 

 

 

    年  月  日付けで提出のあった計画書を受理したので、環境保全協定書

第６条第２項の規定により受理書を交付します。 

 

工場又は事業場の名称  

計 画 の 概 要            

備 考            

 

 

 


